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〜よくあるご�問〜

休業の��となる
�は�

�業者��・�児期�援事業

 ���業者・��
����者・���
�協�を�んでいる
�業者が申�できま
す。

申�できる
�は�

 申�者��、��
（�業従事⽇�150⽇
∕年�上）�び正�
員の休業が��とな
ります。

何が助成され
ますか�
 代替�材の�⽤�
�（賃金・��⼿
当・労災保�料・�
⽤保�料等）の２�
の１を助成します。

�⽤��書が
必�ですか�

 休業中の代替を⽬
的に�材を�⽤する
ため、�たな��を
  �んで下さい。

いつからいつまで
助成されますか�
 労働基��で�め
られている�前休業
期間から、⽣まれた
�が１歳となる前⽇
までが��です。

やむを得ない場�
の��とは�
 １歳を�ぎて保�
�に��できなかっ
た��書を�えて、
��期間の��申�
が可�です（１歳�
�100万円∕年）

ご不�な点は
ご�慮なく
お問�せ下さい。
(�財)東�都
   �林��
    ��財団
 �業�援�
  042-528-1357

いつから申�
できますか�
 ��予�⽇が�らか
になれば、申�可�で
す。�付決�前の�⽤
は助成できません。�
⽤��前に申�をお願
いします。

��時期

助成金はいつ
��われますか�

 ��期間を６か⽉�
の期に�切り、各期�
に�告をいただき、都
度お��いします。


